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会計課

審査課

島根県会計事務決裁規程（昭和��年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�条中第�号を削り、第	号を第�号とする。

第
条中「、当該各号に掲げる順序に従い、」を削り、同条の表会計管理者の項中

「� 出納局出納員

� 当該事務を掌理する管理監である出納局会計員」
を「出納局出納員」に改める。
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この訓令は、平成��年�月�日から施行する。

号外第号 平成��年�月��日 (�)
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島根県会計事務決裁規程の一部改正 （会 計 課）
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)
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